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蓮田市高齢者福祉計画等策定業務委託 プロポーザル実施要領 

 

１．趣旨 

  本業務は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の８に規定する高齢者福祉

計画、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１７条に規定する介護保険事業計画、共

生社会の実現を推進するための認知症基本法（令和５年法律第６５号）第１３条に規定する

認知症施策推進計画を一体的に定めるもので、高齢者福祉及び認知症に関する施策、介護保

険事業計画を総合的、かつ、計画的に推進するため、埼玉県高齢者支援計画との調和と整合

性が保たれた計画を策定することを目的とする。 

  本計画を策定するにあたり、より効果的な計画とするために専門的な知識と経験を有する

事業者を公募し、企画提案（プロポーザル）方式により委託事業者を選定する。 

  本要領は、これに必要な事項を定める。 

 

２．委託業務名 

  蓮田市高齢者福祉計画等策定業務委託 

 

３．業務の内容 

 （１）業務委託期間 

    契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 （２）業務の内容 

    「蓮田市高齢者福祉計画等策定業務委託仕様書」のとおり 

 

４．参加資格要件 

  本プロポーザルに参加できるのは、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

  （１） 高齢者福祉計画等策定業務についての企画・実施が可能で、これまでに同計画策

定業務の実績を有し、かつ業務内容の調整が必要な場合に、即対応ができる体制が

とれる者であること。 

  （２） 本業務を遂行するにあたり、本市との連絡調整、市庁舎等での打合せ等に適切に

対処できること。 

  （３） 本市において入札参加資格を有し、業務職種として役務等に登録されている者。 

  （４） 本市において指名停止をされていないこと。 

     （５） 蓮田市暴力団排除条例（平成２７年１２月条例第２４号）第２条に規定する暴力

団、暴力団員又は暴力団員等に該当しないこと及び、暴力団員による不当な行為の

防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条２号に規定する暴力団でなく、

かつ、その役員が同条第６号に規定する暴力団員でないこと。それらの利益となる

活動を行う法人でないこと。また、役員は、暴力団員でなくなった日から５年を経

過しないものに該当しないこと。 

  （６） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな
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いこと。 

  （７） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てが

されていないもの。ただし、会社更生法に基づく更生手続き開始の決定を受けたも

の又は民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた

場合は、この限りでない。 

  （８） 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申し立てがなされ

ていないこと。 

  （９） その他、法令等に違反していないこと又は違反する恐れがないこと。 

 

５．予算額 

   総額 １０，３６６，０００円（消費税込み）を上限とする。 

   （内訳）令和７年度  ５，７０２，０００円 

       令和８年度  ４，６６４，０００円 

 

６．委託事業者選定スケジュール 

   内  容 期  日 

企画提案に係る質問の提出（手順①・任意）期限 令和 ７年 ５月１５日 

質問への回答通知 随時（ホームページ掲載） 

参加申出書の提出（手順②）期限 令和 ７年 ５月２２日 

参加資格審査結果等通知 令和 ７年 ５月２８日 

企画提案書等の提出（手順③）期限 令和 ７年 ６月１１日 

プレゼンテーション審査（手順④） 令和 ７年 ６月１８日 

審査結果の通知予定日 令和 ７年 ６月２３日 

 

７．企画提案に関する質問の提出（手順①） 

（※質問がある事業者のみ） 

・提出期限 令和７年５月１５日（木）午後４時００分到着分まで。 

・提出方法 質問書（指定：様式第１号）を電子メール又はＦＡＸにて送信するこ

と。 

また、送信後は電話にて送信確認を必ず行うこと。 

※口頭による質問は受け付けないものとする。 

・回答 質問に対する回答は、原則として本市ホームページに質問者匿名で随

時掲載・公表する方式による。また、質問に対する回答は、本要領及

び仕様書の追加または修正とみなす。なお、必要に応じ質問内容の一

部を伏せる場合がある。 
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８．参加申出書等の提出（手順②） 

    提出された書類に基づき、参加資格を満たしているか審査する。 

なお、審査結果は令和７年５月２８日（水）に通知を文書・メールにて発送する。 

    ・提出期限 令和７年５月２２日（木）午後４時００分まで（必着） 

    ・提出場所 蓮田市役所 長寿支援課 

    ・提出方法 持参又は郵送 

    ・各種様式 市ホームページからダウンロードの上、作成すること。 

      参加申出書（指定：様式第２号）       １部   

      参加資格に関する誓約書（指定：様式第３号） １部 

      法人概要及び業務実績（指定：様式第４号）  １部 

担当者名簿（指定：様式５号）        １部 

 

９．企画提案書等の提出（手順③） 

   （※プレゼンテーション審査参加資格を有する事業者のみ） 

    ・提出期限 令和７年６月１１日（水）午後４時００分まで（必着） 

※ 提出期限までに必要書類が提出されない場合は、参加を辞退したも

のとする。 

    ・提出場所 蓮田市役所 長寿支援課 

    ・提出方法 持参又は郵送 

    ・各種様式 市ホームページからダウンロードの上、作成すること。 

      企画提案書・工程表（任意様式） 正本１部、副本７部 ※副本は複写可 

      見積書（任意様式）      １部 

      見積詳細書（任意様式）    １部 

（１）注意事項 

      ① 提出書類は、Ａ４縦型フラットファイルに左綴じとし、書類にインデックス

を貼付すること。ファイルの表面及び見出しに法人名を記載すること。 

② 企画提案書必要記載事項 

         「１０．プレゼンテーション審査」の「（２）評価項目」に係る項目を含

み、Ａ４用紙に統一してまとめること。また、企画提案書表紙に申請者

名（代表者名）と作成者名を記入すること。 

      ③ 見積書作成に係る注意事項 

           ア 見積金額には、消費税を含まない額、及び消費税を含む額の両方を記載

すること。 

        イ 見積書及び詳細見積書には、件名、金額、住所、社名及び代表者（代理

人で指名参加している場合は代理人）を記載し、代表者印（代理人の場

合は、代理人の印）を押印すること。 

        ウ 見積書には、必ず見積った金額の明細となる見積明細書を添付すること。 

        エ 見積明細書には、令和７年度分と令和８年度分それぞれの見積合計金額
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を明記すること。 

オ 見積書及び見積明細書の正本は、件名（委託業務名）及び社名を記載し

た封筒に入れて、企画提案書と一緒に提出すること。なお、封筒の糊付

け部分には、代表者印（又は代理人）で割印を付すこと。 

（２）参加の辞退 

① 提出書類 

企画提案書等の提出後に参加を辞退するときは、参加辞退届（様式第６

号）を提出すること。 

② 提出方法 

令和７年６月１３日（金）午後４時００分までに郵送（必着）又は持参 

※参加辞退届提出後は辞退を撤回できないものとする。 

 

１０．プレゼンテーション審査（手順④） 

    （※プレゼンテーション審査参加資格を有し、「９．企画提案書等の提出」をした

事業者のみ） 

・日時 令和７年６月１８日（水）午前９時３０分から（予定） 

開始時間は各参加者に別途通知する。 

※審査の順番は「プロポーザル参加に係る申出書」の到着順とする。なお、

郵便で同時に配達されたものについては事業者名の五十音順で早い方

を前とする。また、提案者が１者のみの場合も審査を実施する。 

・場所 蓮田市役所 ３０５会議室  蓮田市大字黒浜２７９９－１ 

・機材 プレゼンテーション用プロジェクター、スクリーン、及びレーザーポイン

ターは市で用意するものとし、ＰＣは参加者が持参するものとする。なお、

その他の必要な設備、及び持参する機材がある場合は、事前に問い合わせ

ること。 

・人数 １提案者につき３名以内とし、事業所の職員でない者の参加は認めない。 

なお、プレゼンテーションは、必ず本事業を担当する技術者が行うこと。 

・資料 プレゼンテーションの際に使用する資料（プロジェクターで投影する資料

等）は、全て「９．企画提案書等の提出」の提出書類に含めることとし、

追加資料の提出、並びに提出書類に含まれない資料の投影は認めない。 

（１）審査内容・審査の流れ 

    蓮田市高齢者福祉計画等策定業務委託事業者選定委員会（以下「選定委員会」とい

う。）が審査を行う。 

    事業者は提出した企画提案書等に基づくプレゼンテーションを実施し、選定委員会

委員による質疑応答を行う。 

    選定委員会委員は、企画提案書、見積書等及びプレゼンテーションの内容から相対

的に加点を行い、合計得点の高いものから順位を決定し、最も評価の高い者を選定す

る。同点であった場合は、最高評価の項目が多い者を上位とする。最高評価の項目が
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同数だった場合は、選定委員会の協議により選定する。なお、満点の６割を最低制限

基準点とする。 

・審査内容 

① プレゼンテーション ２０分以内 

② 質疑応答      １５分程度 

 ※時間配分については目安であり、多数の事業者からの応募があった場合、プ

レゼンテーション、質疑応答の時間が短くなる可能性があることに留意す   

ること。なお、時間配分、審査順番、審査開始時刻は、「８．参加申出書等

の提出（手順②）」の審査結果とともに通知する。 

 

（２）評価項目  ※各評価項目の配点は一律５点とする。 

 評価項目 評価参考事項 

１ 計画策定の組織・体制 
○計画策定の支援組織・体制の具体性・適確性 

○業務を担当する研究員の適確性 

２ 
介護保険・高齢者福祉・認

知症施策に関する知識 

○本市の介護保険・高齢者福祉・認知症施策の現況につ

いての理解度 

○国、県などの介護保険・高齢者福祉・認知症施策に係

る政策動向についての理解度 

３ 
計画策定の骨子・支援・基

本的な考え方 

○計画策定の骨子・視点の適確性 

○計画策定の基本的な事項の明確性 

○計画策定の具体的手法の適確性 

４ 
実態調査の目的・手法・調

査事項等の提案 

○調査の目的・時期等の明確性 

○調査項目・実施時期の適正性 

○調査結果の課題・分析・整理等の手法の具体性・適確   

性 

５ 

実態調査・業務実績等に基

づく事業目標量・保険料の

設定手法の提案 

○高齢者福祉施策の目標設定手法の適確性 

○認知症施策の目標設定手法の適確性 

○介護保険の目標設定手法の適確性 

○介護保険料の設定手法の適確性 

６ 会議運営等の支援 ○会議運営支援体制等の適確性 

７ 独自企画等の特筆事項等 ○独自企画の提案の有無 

８ 提案様式に関する事項 

○工程表・スケジュールの適正性 

○提案内容に対する見積書の適正性 

○受託業務履歴から見た適正性 

９ 契約実績 
○契約規模 

○契約件数 

１０ 見積金額 ○事業に係る委託料の適正性 
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（３）審査結果の発表及び公表 

審査結果は、プレゼンテーション審査参加事業者全員に対し、当該事業者以外の事業

者名は伏せた状態で各評価項目の点数を記載したものを、令和７年６月２３日（月）に

郵送する（予定）。 

また、審査結果の概要を、選定された受託候補事業者以外の事業者名は伏せた状態で

市ホームページ掲載により公表する。 

なお、審査方法及び審査内容、審査結果に対する異議は認めないものとし、選定後の

辞退は、法人名、代表者名、辞退の理由を公表する。 

（４）受託候補事業者との協議・契約 

    選考された受託候補事業者と本市との間で委託条件等に関する協議を行い、最終的な

仕様書を作成し、事業委託に係る契約を締結する。この際、市は事業の円滑、かつ、具

体的な実施のために提案内容の変更や新たな事項を求める場合がある。 

           なお、受託候補事業者と本市との協議が整わない場合、または受託候補事業者が委託

事業を遂行することが困難となる場合は、原則として次点受託候補事業者と協議を行う

こととする。 

また、受託の辞退等により本市に損害が生じた場合は、その費用を請求する場合があ

る。なお、事業者の事情により業務の実施ができなくなった場合においても、準備のた

めに支出した費用等について本市は補償しない。 

 

１１．失格事由 

       参加申出をした事業者が、必要書類の提出日から決定までの間に、次のいずれかに該

当した場合は参加を取り消し、審査の対象から外すこととする。 

（１） 提出書類に虚偽の内容が記載されている場合 

（２） 参加の採否の働きかけを行う目的で、事業者又はその関係者が直接または間接に

本市職員及び選定委員等と接触を持った場合 

（３） 審査に関する不当な要求等を申し入れた場合 

（４） 公募要項に違反又は著しく逸脱した場合 

（５） その他不正行為があった場合 

 

１２．留意事項 

（１） 本プロポーザルに係り提出する書類、及びプレゼンテーションにおいてプロジェ

クターで投影する資料等に使用する言語は日本語とし、通貨単位は円とする。 

（２） 本プロポーザル審査への参加に関する一切の費用は参加事業者の負担とする。 

（３） 仕様書等において市が示す事項に適合しないことが事業者の自己申告、提出書類

の記載事項等によって明らかである場合、審査段階によって以下の対応を取るもの

とする。 

①参加申出書提出時：審査に不合格である旨を通知する。 
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②企画提案書提出時：参加申出書提出時に審査に合格した場合でも、プレゼン

テーション審査参加資格を取り消し、その旨を通知する。 

（４） 提出期限を過ぎてからの書類の追加、変更、及び撤回は認めない。 

（５） 提出書類は理由の如何を問わず返却しない。なお、提出された書類は本プロポー

ザル選考以外の用途には使用しない。 

  （６） 提出された書類等は、情報公開の請求により開示することがある。 

  （７） 提案者は、本件に関して本市が提供した情報等を本件の提案以外に使用し、又は

第三者に開示若しくは漏洩してはならない。なお、提案が採用された場合も同様と

する。 

  （８） その他、この要領に定めのない事項については、別途蓮田市の指示によるものと

する。 

 

 

【提出先及び問い合わせ先】 

  蓮田市健康福祉部長寿支援課 担当：古賀・中地・金子 

  〒 349-0193 埼玉県蓮田市大字黒浜２７９９番地１ 

  電 話   ０４８－７６８－３１１１（内線１３６） 

  ＦＡＸ   ０４８－７６９－０６８４ 

  電子メール choju@city.hasuda.lg.jp 
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